
農林水産省気候変動適応計画の改定について

経 緯

2015年８月 策定 （←環境省「第１次気候変動影響評価」を受けて）

2018年11月 改定

2021年10月 改定 （←環境省「第２次気候変動影響評価」を受けて）

改定の背景

・日本の年平均気温は100年あたり1.26℃の割合で上昇。

・農林水産業は気象変動の影響を受けやすく高温による品質低下などがすでに発生。

・降雨量の増加等により災害の激甚化の傾向。農林水産分野でも被害が発生。

基本的な考え方

・現状と将来の影響評価を踏まえた計画策定

・温暖化等による影響への対応

・極端な気象現象による災害への対応・防災

・気象変動がもたらす機会の活用

・関係者間での連携・役割分担、情報共有

・計画の継続的な見直し、最適化による取組の推進

農林水産分野の主な適応策

改定のポイント

・「みどりの食料システム戦略」に基づき、生産安定技術・品種の開発・普及等を推進

・農村地域の防災・減災機能の維持・向上

・治山施設の設置や森林の整備等による山地災害の防止

・総合的な食料安全保障の確立

影　響 対応策

水　稲
・高温による品質低下
・全国的に一等米比率が低下

・高温耐性品種の開発、普及
・肥培管理、水管理等の基本技術の徹底

果　樹
・りんご、ぶどうの着色不良、なしの発芽不
　良などの発生
・りんご、みかんの栽培適地が移動

・優良着色系統や黄緑色系統の導入
・温暖を好む中晩柑への転換

畜産・
飼料作物

・夏季に、乳用牛の乳量・乳成分・繁殖成績
　の低下や肉用牛、豚、肉用鶏の増体率の低
　下等
・飼料作物の乾物収量が年々増加傾向

・畜舎内の散水、換気など暑熱対策の普及
・栄養管理の適正化など生産性向上技術の開
　発
・飼料作物の栽培体系の構築、栽培管理技術
　の開発・普及

農業生産基盤

・短時間強雨が頻発する一方で、少雨による
　渇水も発生
・田植え時期の変化や用水管理労力の増加
・農地の渇水被害などのリスク増加

・ハード・ソフト対策の適切な組合せによる
　農業用水の効率的利用、農村地域の防災
・減災機能の維持・向上

林　業

・山腹崩壊などに伴う流木災害の発生
・豪雨の発生頻度の増加により、山地災害の
　発生リスクが増加
・降水量の少ない地域でスギ人工林の生育が
　不適になる地域が増加

・治山施設の設置や森林の政党による山地災
　害の防止
・気候変動の森林・林業への影響について調
　査・研究

2021/11/15 農林部農業政策課

将来予測に基づいた適応策の地域への展開

報告事項

地域

（地方公共団体）

地域予測に

基づいた

適応策の

地域展開

○現状及び将来の影響評価の実施

○基本的対応技術の研究・開発

○現場の取組円滑化のための支援策の提

示

○国内外の情報の収集・発信

○提供された適応策の自立的選択

○地方としての計画策定と推進

○適応策の実施

(例)新品種に導入、栽培管理における

適応技術の導入 等

○より精緻な影響予測と本計画に示さ

れた適応策等を気候条件の類似する地

域毎にわかりやすく分析整理し、地域

へ提供

○地域内の産地等が自らの判断と選択

により適応策を実践・推進
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る適応策の

取組状況の

情報提供

適応計画の継続的な見直しと取組の進捗管理

不確実性を伴う長期的な課題への順応的対処

適応計画の見直し・点検

①現在及び将来の影響評価の見直し（政府全体）

②取組の進捗状況の点検（農林水産省）

○見直しを行うタイミング
・新たな影響評価

・IPCC等による最新の科学的知見等の公表

・新たな課題の顕在化 等

○農林水産分野における専門的視点から点検を行う
・適応策の普及状況

・研究開発の成果や進捗状況 等

現在及び将来の影響評価

の見直しを行うタイミン

グで適応計画の見直しを

行う。
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